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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　かごの上部に設けられ、前記かごの奥行き方向について互いに分離されている第１の手
摺及び第２の手摺
　を備え、
　前記第１の手摺は、第１の低手摺位置と、前記第１の低手摺位置よりも高い第１の高手
摺位置との間で前記かごに対して変位可能な第１の可動手摺部材を有し、
　前記第２の手摺は、第２の低手摺位置と、前記第２の低手摺位置よりも高い第２の高手
摺位置との間で前記かごに対して変位可能な第２の可動手摺部材を有し、
　前記第１及び第２の可動手摺部材は、索状体を介して互いに繋がっており、
　前記第１の可動手摺部材が前記索状体を介して前記第２の可動手摺部材を引きながら前
記第１の低手摺位置から前記第１の高手摺位置へ変位されることにより、前記第２の可動
手摺部材が前記第２の低手摺位置から前記第２の高手摺位置に近づく方向へ変位されるエ
レベータのかご上手摺装置。
【請求項２】
　前記第１の可動手摺部材は、第１の回動軸を中心として回動されることにより、前記第
１の低手摺位置と前記第１の高手摺位置との間で変位され、
　前記第２の可動手摺部材は、第２の回動軸を中心として回動されることにより、前記第
２の低手摺位置と前記第２の高手摺位置との間で変位される請求項１に記載のエレベータ
のかご上手摺装置。
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【請求項３】
　前記第１の手摺は、第１の固定手摺部材をさらに有し、
　前記第２の手摺は、第２の固定手摺部材をさらに有し、
　前記第１及び第２の固定手摺部材は、前記かごの上部から上方へ突出した状態で前記か
ごの上部に固定されており、
　前記第１の可動手摺部材は、前記第１の回動軸を介して前記第１の固定手摺部材の上端
部に回動可能に取り付けられており、
　前記第２の可動手摺部材は、前記第２の回動軸を介して前記第２の固定手摺部材の上端
部に回動可能に取り付けられており、
　前記第１の可動手摺部材が前記第１の低手摺位置にあるときには、前記第１の可動手摺
部材の一部が前記第１の固定手摺部材の位置に対して前記かごの幅方向外側へ突出してい
る請求項２に記載のエレベータのかご上手摺装置。
【請求項４】
　前記第１の可動手摺部材が前記第１の高手摺位置にあり、前記索状体が張って前記第２
の可動手摺部材が水平面に対して傾いている状態では、前記第２の可動手摺部材の水平面
に対する角度が４５°以上になっている請求項２又は請求項３に記載のエレベータのかご
上手摺装置。
【請求項５】
　前記第２の手摺は、前記第１の手摺に対して前記かごの奥行き方向へ並ぶ位置から、前
記かごの幅方向へずれた位置に配置されている請求項１～請求項４のいずれか一項に記載
のエレベータのかご上手摺装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、かごの上部に設けられているエレベータのかご上手摺装置に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来、かごの上部に複数の折り畳み式のかご上安全柵を設置したエレベータが知られて
いる。このような従来のエレベータでは、かご上安全柵とかご枠とが互いに干渉すること
を避けるために、かご上安全柵がかご枠の位置よりも前側と後側とにそれぞれ配置されて
いる（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１１０８６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１に示されている従来のエレベータでは、作業者がかご上で作業する
際に、複数のかご上安全柵を個別に組み立てなければならず、かご上安全柵の組み立て作
業の負担が大きくなってしまう。
【０００５】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、組み立て作業の
負担の軽減化を図ることができるエレベータのかご上手摺装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明によるエレベータのかご上手摺装置は、かごの上部に設けられ、かごの奥行き
方向について互いに分離されている第１の手摺及び第２の手摺を備え、第１の手摺は、第
１の低手摺位置と、第１の低手摺位置よりも高い第１の高手摺位置との間でかごに対して
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変位可能な第１の可動手摺部材を有し、第２の手摺は、第２の低手摺位置と、第２の低手
摺位置よりも高い第２の高手摺位置との間でかごに対して変位可能な第２の可動手摺部材
を有し、第１及び第２の可動手摺部材は、索状体を介して互いに繋がっており、第１の可
動手摺部材が索状体を介して第２の可動手摺部材を引きながら第１の低手摺位置から第１
の高手摺位置へ変位されることにより、第２の可動手摺部材が第２の低手摺位置から第２
の高手摺位置に近づく方向へ変位される。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明によるエレベータのかご上手摺装置によれば、第２の可動手摺部材を第１の可
動手摺部材に連動させることができる。これにより、第１の可動手摺部材を第１の低手摺
位置から第１の高手摺位置へ変位させると、第２の可動手摺部材も第２の低手摺位置から
第２の高手摺位置に近づく方向へ自動的に変位させることができる。これにより、第１の
手摺及び第２の手摺を別個に組み立てる必要がなくなり、かご上手摺装置を組み立てる作
業の負担の軽減化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】この発明の実施の形態１によるエレベータを示す平面図である。
【図２】図１のかごの上部を示す正面図である。
【図３】図１の第１～第３の可動手摺部材のそれぞれが第１～第３の高手摺位置にあると
きのかご上手摺装置を示す平面図である。
【図４】図３のかご上手摺装置を示す正面図である。
【図５】図２の第１の可動手摺部材が第１の低手摺位置から第１の高手摺位置へ変位され
たときの第２の可動手摺部材の状態を示す正面図である。
【図６】この発明の実施の形態２によるエレベータのかご上手摺装置が折り畳み状態にな
っているときのかごを示す平面図である。
【図７】図６の矢印ＶＩＩに沿って見たときのかごの上部を示す正面図である。
【図８】図６の矢印ＶＩＩＩに沿って見たときのかごの上部を示す側面図である。
【図９】図６のかご上手摺装置が組み立て状態になっているときのかごを示す平面図であ
る。
【図１０】図９の矢印Ｘに沿って見たときのかごの上部を示す正面図である。
【図１１】図９の矢印ＸＩに沿って見たときのかごの上部を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
　実施の形態１．
　図１は、この発明の実施の形態１によるエレベータを示す平面図である。また、図２は
、図１のかごの上部を示す正面図である。図において、昇降路１内には、一対のガイドレ
ール２が設置されている。一対のガイドレール２間には、かご３が上下方向へ移動可能に
設けられている。かご３は、昇降路１内に設置された図示しない駆動装置である巻上機の
駆動力により、一対のガイドレール２に案内されながら昇降路１内を上下方向へ移動する
。
【００１０】
　かご３は、底面、上面４ａ、正面４ｂ、背面４ｃ及び一対の側面４ｄを持つかご本体４
と、かご本体４を支持するかご枠５とを有している。
【００１１】
　かご本体４の正面４ｂ及び背面４ｃは、かご３の奥行き方向について互いに対向してい
る。かご本体４の一対の側面４ｄは、かご３の幅方向について互いに対向している。かご
本体４の正面４ｂには、かごドアにより開閉されるかご出入口６が設けられている。
【００１２】
　かご枠５は、かご本体４を下から支える下梁と、かご本体４の上方に位置する上梁と、
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かご本体４の幅方向両側で下梁及び上梁間を連結する一対の縦柱とを有している。また、
かご枠５は、図１に示すように、一対の縦柱を一対のガイドレール２にそれぞれ対向させ
た状態で一対のガイドレール２間に配置されている。かご枠５は、かご３の奥行き方向に
ついてかご本体４の中間位置に配置されている。
【００１３】
　建物の各階には、各階の乗場７と昇降路１内とを連通する乗場出入口８がそれぞれ設け
られている。各乗場出入口８は、乗場ドアにより開閉される。かご出入口６及び乗場出入
口８は、昇降路１を上から見たとき、互いに対向している。かご３が階に停止している状
態では、かご３の停止階に設けられた乗場出入口８とかご出入口６とが同時に開くことに
より、乗場７とかご３内との間で乗客の乗降が可能になる。
【００１４】
　エレベータの運転は、昇降路１内に設置された図示しない制御装置により制御される。
また、エレベータの運転は、通常のサービス運転を行う通常運転モードと、通常運転モー
ド時よりもかご３を低速で移動させる保守運転モードとの間で切り替え可能になっている
。
【００１５】
　エレベータでは、作業者がかご本体４の上面４ａに乗った状態で昇降路１内の機器の保
守点検作業を行うことがある。かご３の上部には、図示しない保守時かご上操作部が設け
られている。かご本体４の上面４ａに乗った作業者は、かご３を低速で移動させるために
保守時かご上操作部を保守運転モード時に操作する。
【００１６】
　作業者は、乗場７の床の高さ位置にかご本体４の上面４ａの高さ位置を合わせてかご３
を停止させた状態で、乗場７から乗場出入口８を通してかご本体４の上面４ａに乗り込み
可能になっている。従って、かご３の上方に存在する空間のうち、乗場出入口８に対向す
る空間部分は、かご本体４の上面４ａへの乗り込み時に作業者が通る天井乗り込み口とさ
れている。即ち、天井乗り込み口は、かご３の上方に存在する空間のうち、かご出入口６
の上方の一定の範囲に存在する空間部分である。
【００１７】
　かご３の上部には、かご本体４の上面４ａに乗った作業者の安全を確保するかご上手摺
装置１０が設けられている。かご上手摺装置１０は、かご本体４の上面４ａに設けられて
いる。
【００１８】
　かご上手摺装置１０は、第１の手摺である前手摺１１と、第２の手摺である後手摺１２
と、第３の手摺である長手摺１３とを有している。前手摺１１、後手摺１２及び長手摺１
３のそれぞれは、かご３の奥行き方向に沿って配置されている。
【００１９】
　前手摺１１及び後手摺１２はかご本体４の幅方向中心位置よりも一方の側面４ｄに近い
位置に配置され、長手摺１３はかご本体４の幅方向中心位置よりも他方の側面４ｄに近い
位置に配置されている。また、前手摺１１は、かご３の奥行き方向についてかご枠５の位
置よりも前側、即ち正面４ｂに近い位置に配置され、後手摺１２は、かご本体４の奥行き
方向についてかご枠５の位置よりも後側、即ち背面４ｃに近い位置に配置されている。こ
れにより、前手摺１１及び後手摺１２は、かご３の奥行き方向について互いに分離されて
いる。かご枠５の上梁は、前手摺１１と後手摺１２との間に配置されている。
【００２０】
　この例では、後手摺１２が、前手摺１１に対してかご３の奥行き方向へ並ぶ位置から、
かご３の幅方向へずれた位置に配置されている。また、この例では、後手摺１２が前手摺
１１よりもかご本体４の幅方向中心位置に近い位置に配置されている。
【００２１】
　巻上機及び制御装置の少なくともいずれかは、昇降路１内の上部に昇降路内上部機器と
して設置されている。昇降路内上部機器の一部は、昇降路１を上から見たとき、かご本体
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４の領域の一部に重なっている。また、昇降路内上部機器の一部は、昇降路１を上から見
たとき、かご３の幅方向について後手摺１２よりも外側に存在している。これにより、昇
降路内上部機器とかご上手摺装置１０との上下方向についての干渉が回避され、昇降路１
の縮小化が図られている。
【００２２】
　長手摺１３は、かご３の奥行き方向について、かご本体４の前端部から後端部まで連続
して配置されている。これにより、かご３を上から見たとき、長手摺１３はかご枠５と交
差している。天井乗り込み口の幅方向両側には、前手摺１１及び長手摺１３が配置されて
いる。
【００２３】
　前手摺１１は、かご本体４の上面４ａから上方へ突出した状態でかご本体４の上面４ａ
に固定されている第１の固定手摺部材２１と、第１の固定手摺部材２１の上端部に変位可
能に設けられている第１の可動手摺部材２２とを有している。
【００２４】
　第１の固定手摺部材２１の上端部には、複数の第１の取付軸２３を個別に支持する複数
の第１の軸取付具２４が固定されている。第１の取付軸２３は、かご３の奥行き方向に沿
って配置されている。第１の可動手摺部材２２は、第１の取付軸２３を介して第１の固定
手摺部材２１の上端部に取り付けられている。また、第１の可動手摺部材２２は、第１の
取付軸２３を中心として回動可能になっている。第１の可動手摺部材２２は、第１の取付
軸２３を中心とする回動により、第１の固定手摺部材２１からかご３の内側に倒れる第１
の低手摺位置と、第１の固定手摺部材２１に起立する第１の高手摺位置との間でかご３に
対して変位される。第１の可動手摺部材２２の位置は、第１の低手摺位置よりも第１の高
手摺位置でかご本体４の上面４ａに対して高い位置になる。
【００２５】
　後手摺１２は、かご本体４の上面４ａから上方へ突出した状態でかご本体４の上面４ａ
に固定されている第２の固定手摺部材３１と、第２の固定手摺部材３１の上端部に変位可
能に設けられている第２の可動手摺部材３２とを有している。
【００２６】
　第２の固定手摺部材３１の上端部には、複数の第２の取付軸３３を個別に支持する複数
の第２の軸取付具３４が固定されている。第２の取付軸３３は、かご３の奥行き方向に沿
って配置されている。第２の可動手摺部材３２は、第２の取付軸３３を介して第２の固定
手摺部材３１の上端部に取り付けられている。また、第２の可動手摺部材３２は、第２の
取付軸３３を中心として回動可能になっている。第２の可動手摺部材３２は、第２の取付
軸３３を中心とする回動により、第２の固定手摺部材３１からかご３の内側に倒れる第２
の低手摺位置と、第２の固定手摺部材３１に起立する第２の高手摺位置との間でかご３に
対して変位される。第２の可動手摺部材３２の位置は、第２の低手摺位置よりも第２の高
手摺位置でかご本体４の上面４ａに対して高い位置になる。第２の取付軸３３は、第１の
取付軸２３の位置よりもかご本体４の幅方向中心位置に近い位置に配置されている。
【００２７】
　長手摺１３は、かご本体４の上面４ａから上方へ突出した状態でかご本体４の上面４ａ
に固定されている第３の固定手摺部材４１と、第３の固定手摺部材４１の上端部に変位可
能に設けられている第３の可動手摺部材４２とを有している。
【００２８】
　第３の固定手摺部材４１の上端部には、複数の第３の取付軸４３を個別に支持する複数
の第３の軸取付具４４が固定されている。第３の取付軸４３は、かご３の奥行き方向に沿
って配置されている。
【００２９】
　第３の可動手摺部材４２は、第３の取付軸４３を介して第３の固定手摺部材４１の上端
部に取り付けられている。また、第３の可動手摺部材４２は、第３の取付軸４３を中心と
して回動可能になっている。第３の可動手摺部材４２は、第３の取付軸４３を中心とする
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回動により、第３の固定手摺部材４１からかご３の内側に倒れる第３の低手摺位置と、第
３の固定手摺部材４１に起立する第３の高手摺位置との間でかご３に対して変位される。
第３の可動手摺部材４２の位置は、第３の低手摺位置よりも第３の高手摺位置でかご本体
４の上面４ａに対して高い位置になる。なお、図１及び図２では、第１～第３の可動手摺
部材２２，３２，４２が第１～第３の低手摺位置にあるときの状態を示している。
【００３０】
　第１の可動手摺部材２２が第１の低手摺位置にあるときには、第１の可動手摺部材２２
の一部が第１の固定手摺部材２１の位置に対してかご３の幅方向内側へ突出し、第１の可
動手摺部材２２の残りの一部が第１の固定手摺部材２１の位置に対してかご３の幅方向外
側へ突出している。第３の可動手摺部材４２が第３の低手摺位置にあるときには、第３の
可動手摺部材４２の一部が第３の固定手摺部材４１の位置に対してかご３の幅方向内側へ
突出し、第３の可動手摺部材４２の残りの一部が第３の固定手摺部材４１の位置に対して
かご３の幅方向外側へ突出している。これにより、第１及び第３の可動手摺部材２２，４
２が第１及び第３の低手摺位置にあるときには、天井乗り込み口の高さ方向中間部で第１
及び第３の可動手摺部材２２，４２のそれぞれが天井乗り込み口を水平に横切っている。
【００３１】
　第１～第３の固定手摺部材２１，３１，４１及び第１～第３の可動手摺部材２２，３２
，４２のそれぞれは、かご３の奥行き方向へ互いに間隔を置いて配置された複数の縦材と
、かご３の奥行き方向に沿って配置され複数の縦材に固定された横材とによって構成され
ている。
【００３２】
　図３は、図１の第１～第３の可動手摺部材２２，３２，４２のそれぞれが第１～第３の
高手摺位置にあるときのかご上手摺装置１０を示す平面図である。また、図４は、図３の
かご上手摺装置１０を示す正面図である。第１～第３の軸取付具２４，３４，４４には、
図示しないロック機構が設けられている。第１～第３の可動手摺部材２２，３２，４２は
、第１～第３の高手摺位置に達すると、ロック機構によって第１～第３の高手摺位置に自
動的に保持される。また、第１～第３の可動手摺部材２２，３２，４２が第１～第３の高
手摺位置に保持された状態は、ロック機構に対するロック解除操作により解除される。
【００３３】
　かご上手摺装置１０は、第１～第３の可動手摺部材２２，３２，４２が第１～第３の低
手摺位置にあるときに折り畳み状態になり、第１～第３の可動手摺部材２２，３２，４２
が第１～第３の高手摺位置にあるときに組み立て状態になる。
【００３４】
　かご上手摺装置１０が折り畳み状態になっているときには、図２に示すように、前手摺
１１、後手摺１２及び長手摺１３のそれぞれの高さ寸法が互いに同じ寸法Ｈ１になってい
る。また、かご上手摺装置１０が組み立て状態になっているときには、図４に示すように
、前手摺１１、後手摺１２及び長手摺１３のそれぞれの高さ寸法が互いに同じ寸法Ｈ２（
Ｈ２＞Ｈ１）になっている。
【００３５】
　第１及び第２の可動手摺部材２２，３２は、曲がりやすい索状体１４を介して互いに繋
がっている。この例では、第１及び第２の可動手摺部材２２，３２のそれぞれの上端部同
士が索状体１４を介して繋がっている。索状体１４としては、例えばロープ、ワイヤ、チ
ェーン、ベルト等が用いられている。
【００３６】
　索状体１４の長さは、第１の可動手摺部材２２と第２の可動手摺部材３２との間の距離
に基づいて設定されている。この例では、第１及び第２の可動手摺部材２２，３２が第１
及び第２の低手摺位置にあるとき、及び第１及び第２の可動手摺部材２２，３２が第１及
び第２の高手摺位置にあるときに、索状体１４が弛む状態になる。
【００３７】
　第１の可動手摺部材２２が第１の低手摺位置から第１の高手摺位置へ変位されるときに
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は、第１の可動手摺部材２２が索状体１４で第２の可動手摺部材３２を引きながら変位さ
れて、第２の可動手摺部材３２が第２の低手摺位置から第２の高手摺位置に近づく方向へ
変位される。第１の可動手摺部材２２が索状体１４で第２の可動手摺部材３２を引きなが
ら変位されているときには、第２の可動手摺部材３２の重さによって索状体１４が第１の
可動手摺部材２２と第２の可動手摺部材３２との間で張った状態になる。
【００３８】
　次に、エレベータの保守点検作業の手順について説明する。エレベータのサービス運転
は、通常運転モードで行われる。エレベータが通常運転モードで運転されているときには
、かご上手摺装置１０の状態が折り畳み状態になっている。このときには、図１及び図２
に示すように、第１～第３の可動手摺部材２２，３２，４２が第１～第３の低手摺位置に
保持されている。
【００３９】
　作業者がかご本体４の上面４ａに乗って保守点検作業を行うときには、例えば最上階の
乗場７で操作盤を操作して、エレベータの運転モードを通常運転モードから保守運転モー
ドに切り替えた後、かご本体４の上面４ａが乗場７の床の高さに合うようにかご３を停止
させ、最上階の乗場出入口８を開く。
【００４０】
　この後、作業者は、最上階の乗場７から、第１及び第３の可動手摺部材２２，４２を持
ち上げ、第１及び第３の可動手摺部材２２，４２のそれぞれの位置を第１及び第３の低手
摺位置から第１及び第３の高手摺位置へ変位させる。このとき、第２の可動手摺部材３２
は、索状体１４を介して第１の可動手摺部材２２に引き上げられながら第２の低手摺位置
から第２の高手摺位置に近づく方向へ変位される。第２の可動手摺部材３２が索状体１４
を介して第１の可動手摺部材２２に引き上げられているときには、第１の可動手摺部材２
２と第２の可動手摺部材３２との間で索状体１４が張った状態になる。
【００４１】
　この後、第１の可動手摺部材２２が第１の高手摺位置に達すると、第１の可動手摺部材
２２の位置がロック機構によって第１の高手摺位置に保持され、第３の可動手摺部材４２
が第３の高手摺位置に達すると、第３の可動手摺部材４２の位置がロック機構によって第
３の高手摺位置に保持される。
【００４２】
　図５は、図２の第１の可動手摺部材２２が第１の低手摺位置から第１の高手摺位置へ変
位されたときの第２の可動手摺部材３２の状態を示す正面図である。第１の可動手摺部材
２２が第１の低手摺位置から第１の高手摺位置に達すると、第２の可動手摺部材３２は、
第１の可動手摺部材２２から索状体１４で吊られて水平面に対して傾斜した状態になる。
このとき、第２の可動手摺部材３２の水平面に対する角度は、索状体１４が張った状態で
４５°以上に保たれている。
【００４３】
　この後、作業者は、乗場７から乗場出入口８及び天井乗り込み口を通ってかご本体４の
上面４ａに乗り、傾斜した第２の可動手摺部材３２を第２の高手摺位置へ変位させる。こ
れにより、第２の可動手摺部材３２がロック機構によって第２の高手摺位置に保持され、
かご上手摺装置１０の状態が組み立て状態になる。
【００４４】
　この後、作業者は、開いている乗場出入口８を閉じた後、保守時かご上操作部を操作し
てかご３を低速で移動させる。これにより、昇降路１内の機器に対する保守点検作業が可
能になる。
【００４５】
　かご本体４の上面４ａに乗った作業者は、昇降路１内の機器に対する保守点検作業が終
わると、保守時かご上操作部を操作しながらかご３を下方へ低速で移動させ、かご本体４
の上面４ａが例えば最上階の乗場７の床の高さに合うようにかご３を停止させる。
【００４６】



(8) JP 6570764 B2 2019.9.4

10

20

30

40

50

　この後、作業者は、かご上手摺装置１０を組み立てるときと逆の手順でかご上手摺装置
１０を折り畳む。即ち、作業者は、後手摺１２のロック機構を操作して第２の可動手摺部
材３２の保持を解除し、索状体１４が張った状態になるまで第２の可動手摺部材３２を第
２の低手摺位置に向けて変位させ、第２の可動手摺部材３２を水平面に対して傾斜させた
状態にする。この後、作業者は、最上階の乗場出入口８を開いて、かご本体４の上面４ａ
から乗場７へ乗り移る。この後、作業者は、乗場７から、前手摺１１及び長手摺１３のロ
ック機構を操作して第１及び第３の可動手摺部材２２，４２の保持を解除し、第１及び第
３の可動手摺部材２２，４２を第１及び第３の低手摺位置へ変位させる。これにより、第
２の可動手摺部材３２が第２の低手摺位置へ変位され、かご上手摺装置１０の状態が折り
畳み状態になる。この後、乗場出入口８を閉じることにより、エレベータの保守点検作業
が終了する。
【００４７】
　このようなエレベータのかご上手摺装置１０では、第１の可動手摺部材２２及び第２の
可動手摺部材３２が索状体１４を介して互いに繋がっているので、第２の可動手摺部材３
２を第１の可動手摺部材２２に連動させることができる。これにより、第１の可動手摺部
材２２を第１の低手摺位置から第１の高手摺位置へ変位させると、第２の可動手摺部材３
２も第２の低手摺位置から第２の高手摺位置に近づく方向へ自動的に変位させることがで
きる。これにより、前手摺１１及び後手摺１２を別個に組み立てる必要がなくなり、かご
上手摺装置１０を組み立てる作業の負担の軽減化を図ることができる。また、索状体１４
が曲がりやすいので、前手摺１１の位置に対する後手摺１２の位置が直線上になくても、
第１の可動手摺部材２２に第２の可動手摺部材３２を容易にかつより確実に連動させるこ
とができる。これにより、前手摺１１と後手摺１２との位置関係の自由度を大きくするこ
とができる。さらに、作業者がかご本体４の上面４ａに乗り込む前に、第２の高手摺位置
に近い位置まで第２の可動手摺部材３２を変位させておくことができ、作業者の安全性の
向上を図ることができる。
【００４８】
　また、第１の可動手摺部材２２が第１の取付軸２３を中心として回動され、第２の可動
手摺部材３２が第２の取付軸３３を中心として回動されるので、前手摺１１及び後手摺１
２における折り畳み式の構造を簡単にすることができるとともに、第１及び第２の可動手
摺部材２２，３２同士の索状体１４による連結も容易にすることができる。
【００４９】
　また、第１の可動手摺部材２２が第１の低手摺位置にあるときには、第１の可動手摺部
材２２の一部が第１の固定手摺部材２１の位置に対してかご３の幅方向内側へ突出し、第
１の可動手摺部材２２の残りの一部が第１の固定手摺部材２１の位置に対してかご３の幅
方向外側へ突出しているので、かご上手摺装置１０が折り畳み状態であるときに、作業者
が第１の固定手摺部材２１よりもかご３の幅方向内側を通って乗り込むことだけでなく、
作業者が第１の固定手摺部材２１よりもかご３の幅方向外側を通って乗り込むことも防止
することができる。また、第１の可動手摺部材２２が第１の高手摺位置に達したときに、
第１の取付軸２３の位置から下方へ延びる第１の可動手摺部材２２の部分の長さを長くす
ることができ、第１の固定手摺部材２１の側面で受ける第１の可動手摺部材２２の部分の
長さを長くすることができる。これにより、前手摺１１が組み立てられたときに、第１の
取付軸２３にかかる荷重を小さくすることができ、コストの低減化を図ることができる。
【００５０】
　また、第１の可動手摺部材２２が第１の高手摺位置にあり、索状体１４が張って第２の
可動手摺部材３２が水平面に対して傾いている状態では、第２の可動手摺部材３２の水平
面に対する角度が４５°以上になっているので、第１の可動手摺部材２２を第１の高手摺
位置に変位させた後に、第２の可動手摺部材３２を第２の高手摺位置に変位させやすくす
ることができ、かご上手摺装置１０の組み立て作業の負担の軽減化をさらに図ることがで
きる。
【００５１】
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　また、後手摺１２は、前手摺１１に対してかご３の奥行き方向へ並ぶ位置から、かご３
の幅方向へずれた位置に配置されているので、昇降路１を上から見たとき、昇降路１内の
上部に設置された昇降路内上部機器の領域外に後手摺１２を配置することができる。これ
により、昇降路内上部機器と後手摺１２とが上下方向について互いに干渉することを防止
することができ、昇降路内上部機器と後手摺１２とが上下方向について互いに干渉する場
合よりも、昇降路内上部機器が設置された高さ位置を低い位置にすることができる。これ
により、昇降路１の高さ寸法の縮小化を図ることができる。
【００５２】
　なお、上記の例では、第１～第３の可動手摺部材２２，３２，４２が第１～第３の固定
手摺部材２１，３１，４１に対して回動することにより、第１～第３の可動手摺部材２２
，３２，４２が第１～第３の低手摺位置と第１～第３の高手摺位置との間で変位されるよ
うになっているが、第１～第３の可動手摺部材２２，３２，４２が第１～第３の固定手摺
部材２１，３１，４１に対してスライドされることにより、第１～第３の可動手摺部材２
２，３２，４２が第１～第３の低手摺位置と第１～第３の高手摺位置との間で変位される
ようにしてもよい。
【００５３】
　また、上記の例では、第１～第３の可動手摺部材２２，３２，４２が第１～第３の固定
手摺部材２１，３１，４１に取り付けられているが、第１～第３の固定手摺部材２１，３
１，４１をなくすとともに、第１～第３の可動手摺部材２２，３２，４２をかご本体４に
第１～第３の取付軸２３，３３，４３を介して取り付けてもよい。この場合、第１～第３
の可動手摺部材２２，３２，４２が第１～第３の取付軸２３，３３，４３を中心にかご本
体４に対して回動されることにより、第１～第３の可動手摺部材２２，３２，４２が第１
～第３の低手摺位置と第１～第３の高手摺位置との間で変位される。
【００５４】
　実施の形態２．
　図６は、この発明の実施の形態２によるエレベータのかご上手摺装置が折り畳み状態に
なっているときのかごを示す平面図である。また、図７は図６の矢印ＶＩＩに沿って見た
ときのかごの上部を示す正面図、図８は図６の矢印ＶＩＩＩに沿って見たときのかごの上
部を示す側面図である。さらに、図９は、図６のかご上手摺装置が組み立て状態になって
いるときのかごを示す平面図である。また、図１０は図９の矢印Ｘに沿って見たときのか
ごの上部を示す正面図、図１１は図９の矢印ＸＩに沿って見たときのかごの上部を示す側
面図である。
【００５５】
　かご上手摺装置１０は、第１の手摺である一対の前手摺１１と、第２の手摺である一対
の後手摺１２と、一対の後手摺１２間に連結可能な背面手摺５１とを有している。一対の
前手摺１１及び一対の後手摺１２のそれぞれは、かご３の奥行き方向に沿って配置されて
いる。
【００５６】
　一対の前手摺１１は、かご３の奥行き方向についてかご枠５の位置よりも前側、即ち正
面４ｂに近い位置に配置され、後手摺１２は、かご本体４の奥行き方向についてかご枠５
の位置よりも後側、即ち背面４ｃに近い位置に配置されている。これにより、一対の前手
摺１１及び一対の後手摺１２は、かご枠５の上梁を避けた状態でかご３の奥行き方向につ
いて互いに分離されている。かご枠５の上梁は、一対の前手摺１１と一対の後手摺１２と
の間に配置されている。
【００５７】
　一方の前手摺１１及び一方の後手摺１２はかご本体４の幅方向中心位置よりも一方の側
面４ｄに近い位置に配置され、他方の前手摺１１及び他方の後手摺１２はかご本体４の幅
方向中心位置よりも他方の側面４ｄに近い位置に配置されている。この例では、一方の後
手摺１２が一方の前手摺１１に対してかご３の奥行き方向へ一列に並ぶ位置に配置され、
他方の後手摺１２が他方の前手摺１１に対してかご３の奥行き方向へ一列に並ぶ位置に配
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置されている。
【００５８】
　各前手摺１１は、かご本体４の上面４ａに設けられている第１の可動手摺部材２２を有
している。また、各後手摺１２は、かご本体４の上面４ａに設けられている第２の可動手
摺部材３２を有している。従って、この例では、第１及び第２の固定手摺部材２１，３１
が各前手摺１１及び各後手摺１２に含まれていない。
【００５９】
　かご本体４の上面４ａには、複数の第１の取付軸２３を個別に支持する複数の第１の軸
取付具２４と、複数の第２の取付軸３３を個別に支持する複数の第２の軸取付具３４とが
固定されている。各第１の取付軸２３及び各第２の取付軸３３は、かご３の奥行き方向に
沿って配置されている。
【００６０】
　各前手摺１１のそれぞれの第１の可動手摺部材２２は、第１の取付軸２３を介してかご
本体４の上面４ａに取り付けられている。各第１の可動手摺部材２２は、第１の取付軸２
３を中心としてかご本体４に対して回動可能になっている。第１の可動手摺部材２２は、
第１の取付軸２３を中心とする回動により、かご３の内側に倒れる第１の低手摺位置と、
かご本体４の上面４ａに起立する第１の高手摺位置との間でかご３に対して変位される。
各第１の可動手摺部材２２の位置は、第１の低手摺位置よりも第１の高手摺位置でかご本
体４の上面４ａに対して高い位置になる。
【００６１】
　各後手摺１２のそれぞれの第２の可動手摺部材３２は、第２の取付軸３３を介してかご
本体４の上面４ａに取り付けられている。各第２の可動手摺部材３２は、第２の取付軸３
３を中心としてかご本体４に対して回動可能になっている。第２の可動手摺部材３２は、
第２の取付軸３３を中心とする回動により、かご３の内側に倒れる第２の低手摺位置と、
かご本体４の上面４ａに起立する第２の高手摺位置との間でかご３に対して変位される。
各第２の可動手摺部材３２の位置は、第２の低手摺位置よりも第２の高手摺位置でかご本
体４の上面４ａに対して高い位置になる。
【００６２】
　背面手摺５１は、一対の第２の可動手摺部材３２のそれぞれが第２の高手摺位置にある
ときに、一対の第２の可動手摺部材３２間に連結可能になっている。この例では、背面手
摺５１が一対の連結バーを有し、一対の連結バーが一対の第２の可動手摺部材３２に個別
に回動可能に取り付けられている。一対の第２の可動手摺部材３２のそれぞれが第２の高
手摺位置にあるときには、一対の第２の可動手摺部材３２に対して個別に回動された一対
の連結バーが互いに連結される。これにより、一対の第２の可動手摺部材３２は、背面手
摺５１を介して互いに連結される。
【００６３】
　かご上手摺装置１０は、各第１及び第２の可動手摺部材２２，３２が第１及び第２の低
手摺位置にあるときに折り畳み状態になり、各第１及び第２の可動手摺部材２２，３２が
第１及び第２の高手摺位置にあり背面手摺５１が一対の第２の可動手摺部材３２間に連結
されているときに組み立て状態になる。
【００６４】
　一方の第１の可動手摺部材２２及び一方の第２の可動手摺部材３２は索状体１４を介し
て互いに繋がっており、他方の第１の可動手摺部材２２及び他方の第２の可動手摺部材３
２も索状体１４を介して互いに繋がっている。この例では、第１及び第２の可動手摺部材
２２，３２のそれぞれの上端部同士が索状体１４を介して繋がっている。
【００６５】
　索状体１４の長さは、第１の可動手摺部材２２と第２の可動手摺部材３２との間の距離
に基づいて設定されている。第１及び第２の可動手摺部材２２，３２が第１及び第２の低
手摺位置にあるときには、図６～図８に示すように、索状体１４がかご枠５の上梁に上か
ら掛かっており、索状体１４がかご枠５の上梁で曲がった状態になっている。これにより
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、第１及び第２の可動手摺部材２２，３２が第１及び第２の低手摺位置にあるときには、
第１及び第２の可動手摺部材２２，３２の全体がかご枠５の上梁の上面よりも低い位置に
配置されている。また、第１及び第２の可動手摺部材２２，３２が第１及び第２の高手摺
位置にあるときには、図１１に示すように、索状体１４が弛む状態になる。他の構成は実
施の形態１と同様である。
【００６６】
　このようなエレベータのかご上手摺装置１０では、前手摺１１と後手摺１２とが互いに
離れた位置に配置され、かご枠５の上梁が前手摺１１と後手摺１２との間に配置されてお
り、第１の可動手摺部材２２及び第２の可動手摺部材３２が第１及び第２の低手摺位置に
あるときに、索状体１４が曲がることによって、第１及び第２の可動手摺部材２２，３２
の全体がかご枠５の上梁の上面よりも低い位置に配置されるので、かご上手摺装置１０が
折り畳み状態になっているときに、かご３及びかご上手摺装置１０の全体としての高さ方
向の寸法の縮小化を図ることができる。これにより、昇降路１の高さ方向の寸法の縮小化
を図ることができる。
【００６７】
　即ち、例えば、かご枠５の上梁を跨って配置された長手摺がかご本体４の上面４ａに設
置されている場合、長手摺の可動手摺部材がかご３の内側へ倒れても、かご枠５の上梁の
上面に載ってしまい、長手摺の可動手摺部材の一部の位置がかご枠５の上梁の上面よりも
高い位置になってしまう。これに対して、本実施の形態では、第１及び第２の可動手摺部
材２２，３２が第１及び第２の低手摺位置に達すると、第１及び第２の可動手摺部材２２
，３２間を繋ぐ索状体１４がかご枠５の上梁に掛かって曲がることにより、第１及び第２
の可動手摺部材２２，３２の全体をかご枠５の上梁の上面よりも低い位置に配置させるこ
とができる。これにより、本実施の形態では、折り畳み状態になっているときのかご上手
摺装置１０の高さを、長手摺がかご本体４の上面４ａに設置されている場合よりも小さく
することができる。
【００６８】
　なお、上記の例では、一方の後手摺１２が一方の前手摺１１に対してかご３の奥行き方
向へ一列に並ぶ位置に配置され、他方の後手摺１２が他方の前手摺１１に対してかご３の
奥行き方向へ一列に並ぶ位置に配置されているが、一方及び他方の後手摺１２の少なくと
もいずれかを、前手摺１１に対してかご３の奥行き方向へ並ぶ位置から、かご３の幅方向
へずれた位置に配置するようにしてもよい。
【００６９】
　また、各上記実施の形態では、第１の可動手摺部材２２が第１の高手摺位置にあるとき
で、かつ索状体１４が張って第２の可動手摺部材３２が水平面に対して傾いているときに
、第２の可動手摺部材３２の水平面に対する角度が４５°以上になっているが、このとき
の第２の可動手摺部材３２の水平面に対する角度が４５°よりも小さくなるように索状体
１４の長さを調整してもよい。
【００７０】
　また、各上記実施の形態では、第１及び第２の可動手摺部材２２，３２のそれぞれの上
端部同士が索状体１４を介して繋がっているが、索状体１４の接続箇所はこれに限定され
ず、第１及び第２の可動手摺部材２２，３２のそれぞれの中間部同士を索状体１４で繋げ
てもよいし、第１の可動手摺部材２２の上端部と第２の可動手摺部材３２の中間部とを索
状体１４で互いに繋げてもよい。
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